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１　業務名　
那農委第１７号販路拡大マッチングに向けたプロモーションマーケティング業務委託

２　適用の範囲
本仕様書は、那珂市（以下「市」という。）が発注する「那農委第１７号販路拡大マッチングに向けたプロモーションマーケティング業務委託」（以下「本業務」という。）を受託したもの（以下「受託者」という。）が遵守すべき主要な事項を示したものであり、契約書に定めるもののほか、本仕様書に基づき業務を行うものとする。

３　業務の目的
本業務は、本市の農畜産物の販路拡大に向けたマッチングイベントの実施や農畜産物を活用した産品開発に係る事業者支援、ブランディング等を含めた販売戦略の立案など、那珂市アグリビジネス戦略に掲げる「儲かる農業」を実現させるための戦略的なプロモーションマーケティング業務を委託するものである。

４　委託金額の上限
　　金８，８００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

５　業務委託期間
契約日の翌日から令和９年３月３１日まで

６　委託業務の範囲
（１）いぃ那珂そだちマッチングフェアの運営
　　生産者のほ場を見学するバスツアーの実施及び、実需者との商談及びＰＲを目的とした生産者ブースを配置した会場にて試食メニューを提供し、那珂市産農畜産物の品質や魅力を伝えるマッチングフェアを運営する。
ア　事業者の募集及び調整
　　生産者との連絡調整及び事前説明、実需者への内容周知
イ　イベント運営
　時期　令和８年１０月から１１月の間で１日間
内容　事業者コーディネートとして、生産者へのサポート（催事前後のサポートを含む）、事務作業（申込受付、当日案内、商談会開催マニュアル作成）、当日の運営、その他（バス借上、会場の装飾、農畜産物買上等）
　ウ　実施結果の把握
　　　イベント実施後の生産者と実需者のマッチングの結果について調査を実施し、事業実施の成果について報告すること。
（２）産品開発支援
那珂市産の農畜産物を使用した産品の開発について、那珂市産品開発プロジェクト「うまいもん会議」と連携し、ターゲット顧客の明確化や商品コンセプトの具体化、効果的なブランディング及びマーケティング戦略の構築に向けた支援を行うこと。
　ア　商品化の可能性のある商品の選定及び支援
　　　那珂市うまいもん会議において実施した求評会の結果及び試作の現状を加味し、商品化に向けた支援を行うこと。
　イ　目指す商品化数
　　概ね５品程度の商品化
　ウ　商品化に向けた必要な支援
　　　必要に応じて、専門家の派遣及び指導、ＯＥＭ事業者及び提携事業者の紹介及び調整、試作品の作成及び必要な原料の手配、パッケージデザインの試作、商品化に向けた試験・分析、テストマーケティング等の支援を行うこと。
（３）販路拡大に向けたプロモーション支援
那珂市産農畜産物及びそれらを使用した産品の販路拡大に向けたＰＲの方法等について、パッケージデザインやパンフレット作成のほか、ホームページ及びＳＮＳの活用など、効果的なプロモーション戦略の構築に向けた支援を行うこと。
　ア　プロモーション戦略の構築
　　　那珂市としての統一的なブランドイメージ及び生産者個々の特色を反映させたデザインやそれらを活用したＳＮＳでのＰＲについて、生産者等へ助言・指導すること。

７　支払い方法
　　業務終了後に一括で支払うものとする。

８　業務の指示監督等
（１）受託者は、本業務を実施するにあたり、発注者の意図及び目的を十分理解した上で、十分な経験及び知識のある技術者を定め、かつ、適正な人員を配置するよう努力するとともに、正確丁寧に行うものとする。
（２）受託者は、本業務を実施するに当たり、当該契約に基づき発注者が定める監督職員と常に密接な連絡を取り、契約内容を遵守しなければならない。
（３）受託者は、業務上必要と認められるもので、本仕様書の解釈に疑義が生じた事項及び仕様書に明記していない事項については、発注者と事前に協議し、その指示に従わなければならない。

９　その他
（１）業務の実施にあたり、本仕様書のほか関係法令、規則等を遵守すること。
（２）業務の実施に伴い個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵守し、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
（３）本業務を円滑かつ適切に進めるため、打合せ協議は、業務に支障のないように必要に応じてその都度行うものとする。
（４）業務における成果品及びデータ等を含むあらゆる製作物については、那珂市が著作権を持つものとし、市が自由に加工、複写、ホームページの作成、増刷等を行い、公表できるものとする。
（５）本業務に必要な資料で、市が所有している提供可能な資料については、貸与する。この場合において、業務が完了した後は、速やかに資料を返却すること。
（６）受託者は業務を円滑に遂行するために、市と連絡調整を行わなければならない。
（７）受託者は、業務のすべてが終了したとき、または令和９年３月３１日のいずれか早い日までに、業務完了報告書を提出すること。
（８）本仕様書に定められていない事項については、市と協議のうえ決定するものとする。

